
〔生涯学習政策局〕 

 

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 

 

 

１． 創設年度：平成 25年度      

２． 平成 29年度予算額：1.81億円 

３． 事業概要 

     職業実践専門課程の充実に向けた取組を実施すること等により、職業

教育の充実や、専修学校教育の質保証・向上を図る。〈委託費〉 

 

４． 選定理由：オ（公開の場で外部の視点による検証が有効なもの） 

 本事業は、学校評価の充実等を進めることにより、専修学校の質の保証・

向上を図る事業である。中央教育審議会答申（平成 28年 5月）においても、

「大学（特に、選抜性の高い大学）に進学すること自体を評価する社会的風

潮がある」と指摘される中、専門職業人の養成を担う専修学校の社会的評価

の向上を図る観点から、より効果的な事業の在り方について検討する必要

があるため。 

 

５． 想定される論点 

・職業教育における質保証・向上はどうあるべきか 

・重点的に取り組むべきことは何か 

・アウトカム・アウトプットは適切に設定されているか 

 

※成果指標（平成 28年度） 

  ・専修学校における自己評価の実施・公表割合 

 



H28年度事業番号 0021

生涯学習
政策局

政策

政策目標 1

施策 ※平成２８年度事前分析表より転記

施策目標 1-2

施策の概要

達成目標１

達成目標２

達成目標３

達成目標４

達成目標５

事業 ※平成２８年度レビューシートより転記

事業名

事業の目的

事業概要

本事業の成果
と上位施策と

の関係

職業教育の質の保証に積極的に取組む職業実践専門課程の認定校が増加することで、専修学校全体の質保証・向上が図られ、学習者のニーズに適切
に応える学習機会の拡大につながることとなる。

アウトプット

学校評価の実施に向けた会議等件数

専修学校の質保証・向上に資する事業の実施件数

政策・施策・事業整理票

生涯学習社会の実現

男女共同参画を推進する教育・学習の機会を提供する。

専修学校における自己評価の実施・公表割合

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

「職業実践専門課程」制度（企業等との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、学校評価や情報公開を積極
的に行うなど、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専修学校の専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定し、奨励
する。）等を通じて、専修学校全体の質保証・向上が図られる。

「専修学校における学校評価ガイドライン（平成25年3月 生涯学習政策局）」を踏まえた学校評価の実証・効果的な学校評価の在り方の検討、「職業実践
専門課程」の実態等に関する調査研究及び各認定要件等に関する先進的取組等を推進し、その結果を広く全国に提供することにより、専修学校全体の
質保証・向上を図る。

概要 国民一人一人が、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会を実現する。

施策の概要及び達成目標のどこを達成しようとしているのか分かるよう、該当部分を下線・太字で表記する。

アウトカム

大学等及び社会教育施設において、消費者の権利と責任について理解し、主体的に判断し責任を持って行動する消費者の育成に資する消費者教育の
学習機会を提供する。

高齢者の地域づくりへの主体的な参画に資する生涯学習の機会を提供する。

達成目標のうち、当該事業が具体的にどの達成目標にあたるのか分かるよう、該当部分を灰色に塗りつぶす。

生涯を通じた学習機会の拡大

高度で体系的かつ継続的な学習機会を提供する高等教育機関等において、学習者の多様なニーズに対応し、生涯を通じた幅広い学習機会を提供す
る。

学習の成果を活用して地域・社会における課題の解決を図る取組の手法を学習する機会を提供する。

生涯学習を通じた能力・技術向上の教育機関として専修学校教育の質の向上が図られ、社会人等の多様な学習ニーズに応えるための学習機会を提供
する。

施策の達成目標と当該事業の目的・事業概要の関連を整理し、また当該事業の成果と上位施策との関係を明確にする。

当該事業の目的・概要・アウトカム・アウトプットのうち、どこが特に関連しているか分かるよう、該当部分を下線・太字で表記する。

定量的な成果目標 平成29年度までに全ての専修学校において自己評価を実施・公表

成果指標
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単位当たり
コスト 千円

計算式 千円/件
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職員旅費

25年度 26年度 27年度

単位

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

単位

活動実績 件

当初見込み 件
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成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標

％

平成２８年度行政事業レビューシート 文部科学省

執行額

21.3 182.8 183.5 183.3 283.3

138.4 155.1

執行率（％） 84% 76% 85%

平成２５年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

0.6

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　「職業実践専門課程」制度（企業等との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、学校評価や情報公開を積極的
に行うなど、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専修学校の専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定し、奨励す
る。）等を通じて、専修学校全体の質保証・向上が図られる。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

％

1.9

169.1

28年度当初予算

単位当たり
コスト

生涯学習振興事業委託費

-

- -

補正予算

183.5

予算額・
執行額

（単位:百万円）

26年度 27年度

-

17.8

予備費等

29年度要求

予算
の状
況

当初予算

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　「専修学校における学校評価ガイドライン（平成25年3月 生涯学習政策局）」を踏まえた学校評価の実証・効果的な学校評価の在り方の検討、「職業実践
専門課程」の実態等に関する調査研究及び各認定要件等に関する先進的取組等を推進し、その結果を広く全国に提供することにより、専修学校全体の質
保証・向上を図る。

- -

21.3

- -

- -

専修学校における自己評
価の実施・公表割合

25年度

事業番号

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 担当部局庁 生涯学習政策局 作成責任者

事業開始年度

委託・請負

担当課室 生涯学習推進課
生涯学習推進課長
岸本　哲哉

事業名

会計区分

28年度

-

翌年度へ繰越し -

計

文教及び科学振興

-

182.8

平成29年度までに全ての
専修学校において自己評
価を実施・公表

実施方法

％

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計は一致しない場合がある。

件
学校評価の実施に向けた会議等件数

専修学校の質保証・向上に資する事業の実施件数

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
教育基本法第2条第2号及び同法第3条

主要政策・施策

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

183.3 283.3

庁費

活動指標

活動実績

当初見込み

件

活動指標

一般会計

1.2

チェック
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中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度 - 年度

-

成果実績 - - - - -

測
定
指
標

実績値 校 470

施策 1-2 生涯を通じた学習機会の拡大

政策 1 生涯学習社会の実現

-

年度
定量的指標 25年度

中間目標 目標年度

-

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

職業教育の質の保証に積極的に取組む職業実践専門課程の認定校が増加することで、専修学校全体の質保証・向上が図られ、学習者のニーズに
適切に応える学習機会の拡大につながることとなる。

-

29 -

改革
項目

分野： -

26年度 27年度
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ＫＰＩ
（第一階層）

- -
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-
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-
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-

-

目標値

-

目標最終年度

-



事業所管部局による点検・改善

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

委託要綱等に経費の効率的な執行、委託費の使途の明確
化、収支簿の整理等を定めており、受益者との負担関係は
妥当であると判断する。

国
費
投
入
の
必
要
性

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

-

受益者との負担関係は妥当であるか。

事
業
内
容
の

一
部
改
善

点
検
・
改
善

結
果

平成22年度

見積合せを徹底することにより、コスト削減を図っている。

-

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○ 見込みに見合ったものとなっている。

○

○

無

○

一般競争入札、総合評価入札又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

所管府省・部局名

企画競争による支出先の選定や見積合わせの徹底によるコ
スト削減等により、低コストで実施できている。

１．事業評価の観点：本事業は、専修学校教育の質保証・向上を図るため、専修学校の学校評価、情報公開、教育改善のための複数校との連携
による組織的な研究・研修等の調査研究を平成25年度から実施している事業であり、事業評価にあたっては、予算執行状況と契約・執行手続き
の観点等からから検証を行った。
２．所見：本事業は、学校評価の充実、「職業実践専門課程」の実態等に関する調査研究及び各認定要件等に関する先進的取組を推進し、その
結果を広く全国に提供することにより、専修学校全体の質保証、向上等が図られるものとなっていることは評価できる。しかしながら契約・執行手
続きについては、一者応札案件が見受けられるため、内容やスケジュールの見直しを図るなど、契約の競争性、公平性、透明性を確保すべきで
ある。

備考

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

行政事業レビュー推進チームの所見

成果実績は26年度から27年度にかけて17.6ポイント上がっ
ており、成果目標に見合ったものとなっている。

事業番号

関
連
事
業 -

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

0020

平成24年度

平成27年度

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

教育振興基本計画（平成25年6月14日閣議決定）に記載の
ある施策の推進のための事業であり、優先度の高い事業で
ある。

本事業は、学校評価の充実、「職業実践専門課程」の実態
等に関する調査研究及び各認定要件等に関する先進的取
組等を推進するものであり、単位当たりコスト等の水準は妥
当と判断する。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

有

平成25年度

縮
減

-

○

平成26年度

外部有識者による点検対象外

本事業については平成28年度において委託メニューの見直し等を行い、契約の競争性の確保に努めてきたところであるが、行政事業レビュー推
進チームの所見を踏まえ、平成29年度については、更なる委託内容の見直しや公募期間の十分な確保により、更なる契約の競争性、公平性、透
明性の確保を図るとともに、委託事業実施に係る謝金、旅費等を見直し、概算要求に▲10百万円反映した。

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

○整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点検結果

0021

-

-

外部有識者の所見

改善の
方向性

　公募時期を早めるとともに、今後も効率的な執行に努め、本事業のこれまでの成果等を踏まえ、より効率的・効果的な施策の推進に努める
必要がある。

　本事業は、学校評価の充実、「職業実践専門課程」の実態等に関する調査研究及び各認定要件等に関する先進的取組等を推進し、その結
果を広く全国に提供することにより、専修学校全体の質保証・向上が図られるものとなっている。
　また、本事業は、企画競争により委託先の選定を行っており、効果的・効率的な予算執行を行っている。

-

事業名

-

‐

本事業の成果は文部科学省のホームページ等で広く周知し
ている。

-

新25-0002

平成23年度

○

費目・使途は審査委員会の謝金、報告書等の印刷製本費、
委託経費等真に必要な経費に限定されている。

○
支出先の選定は、企画競争により行い、選定の妥当性や競
争性を確保している。「『職業実践専門課程』の推進を担う教
員養成研修モデルの開発・実証」については、一者応募と
なったが、他事業と同程度の公募期間を確保しており、広く
募集を実施しているところである。
なお、その他の事業については、複数者による応募があった
ところである。

○

評　価項　　目

本事業は、社会の変化に即応した実践的な職業教育によ
り、高い就職率を誇る教育機関として大きな役割を果たして
いる専修学校の質保証・向上を図るものであり、国民や社会
のニーズを的確に反映していると判断する。

-

○

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

委託要綱等に経費の効率的な執行、委託費の使途の明確
化、収支簿の整理等を定めており、中間段階での支出の合
理性は妥当であると判断する。

本事業は、全国に成果を普及していくべき事業であるため、
地方や民間が個別に行うものではなく、国が総合的に推進
していく必要がある。

○



※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

文部科学省
１５５百万円

※本省執行分

①諸謝金 ０．８百万円

②職員旅費 ０．２百万円
③委員等旅費 ０．７百万円
④庁費 １０ 百万円

を含む。



支出先上位１０者リスト
A.

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」の推
進を担う教員養成研修モデ
ルの開発・実証

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

「職業実践専門課程」に係
る取組の推進

12.4

10.1

19.8

17.1

13.7

7.6

7

5.2

2011205001565

3011005000386

-

-

-

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

12 100％

100％

12 100％

法　人　番　号

4250005007813

5030005006968

4120005004740

7010405001676

2011005001716

6280005005028

入札者数
（応募者

数）
落札率契約方式

随意契約
（企画競争）

1 100％

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

-

-8.8

6010001030403 28.2

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

随意契約
（企画競争）

12 100％

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

-

10

-

12 100％

2

3

9

6

1

12 100％

12

12 100％

8

7

5 12 100％

12 100％

4

計 28 計 0

費　目 使　途
金　額

(百万円）

17

諸謝金、旅費、一般管理費 3

B.

研究員給与等

費　目

雑役務費
ウェブアンケート実施費、集計等業務代行
費等

8

使　途

人件費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

A.株式会社三菱総合研究所

その他

株式会社三菱総合
研究所

一般社団法人全国
専門学校教育研究
会

学校法人中央情報
学園早稲田文理専
門学校

学校法人福田学園
大阪リハビリテーショ
ン専門学校
学校法人メイ・ウシ
ヤマ学園ハリウッド
ビューティー専門学
校

特定非営利活動法
人私立専門学校等
評価研究機構

一般社団法人全国
動物専門学校協会

学校法人日本ホテル
学院

全国自動車大学校・
整備専門学校協会

学校法人文化学園
文化服装学院

チェック



B

C

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

7

8

5

6

秋田県専修学校各
種学校協会

学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

9

10

一般社団法人長野
県専修学校各種学
校連合会

1100005000075 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

三重県専修学校協
会

学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

3

4

1

2

公益社団法人兵庫
県専修学校各種学
校連合会

2140005001548 学校評価の充実 0.3
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

6

7

4

5

一般社団法人島根
県専修・各種学校連
盟

6280005006587 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

8

9

一般社団法人宮城
県専修学校各種学
校連合会

3370005000121 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

一般社団法人富山
県専修学校各種学
校連合会

6230005000108 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

一般社団法人宮崎
県専修学校各種学
校連合会

2350005000124 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
9 -

随意契約
（企画競争）

9 100％ -

学校法人大和学園 5130005004251 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

2

100％

公益社団法人広島
県専修学校各種学
校連盟

6240005000825 学校評価の充実 0.2

一般社団法人山形
県専修学校各種学
校協会

3390005000490

一般社団法人福島
県専修学校各種学
校連合会

6380005000101 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - - - - -

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ

名

-

公益社団法人北海
道私立専修学校各
種学校連合会

7430005001035 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
9 100％ -

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

一般社団法人福岡
県専修学校各種学
校協会

8290005013762 学校評価の充実 0.3
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

一般社団法人岡山
県専修学校各種学
校振興会

8260005000078 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

一般社団法人群馬
県専修学校各種学
校連合会

5070005000983 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

一般社団法人神奈
川県専修学校各種
学校協会

8020005002817 学校評価の充実 0.2
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

一般社団法人愛知
県専修学校各種学
校連合会

5180005014485 学校評価の充実 0.1
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

学校法人日翔学園
高知開成専門学校

3490005001017 学校評価の充実 0
随意契約

（企画競争）
11 90.9％ -

チェック



◆ 第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進
第三者評価について、認定校を中心として、分野ごとの課題等

を取りまとめつつ、各分野関係団体や企業等が参画し、第三者評
価の試行・検証を進め、その普及・拡大のための取組を実施する。
また、分野横断的な第三者評価の基準や評価体制等の在り方に
ついても検証を進め、標準的な評価モデルの構築を目指す。

◆ 質保証・向上のための実態調査
産業界との連携による教育課程の編成等の実施状況や、卒業生
の企業内における評価など、職業実践専門課程に係る実態調査を
行うとともに、認定効果の比較分析等のため、非認定の専門課程
や高等課程等を含めた専修学校に関する実態調査を実施すること
により、専修学校の一層の質保証・向上につなげる。

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進

◆ 専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議
職業実践専門課程の実態調査等に基づく検証等により、専修学校の
質保証・向上の推進に向けた方策の検討を行う調査研究協力者会議を
開催する。

◆ 専修学校教育研究協議会
専修学校の運営改善に向けた取組等に関する研究等を行う協議会を開

催する。

調査研究協力者会議等の開催

＜背景・経緯＞

＜事業の内容＞※点線枠部分は新規項目

職 業 教 育 の 充 実 ， 専 修 学 校 の 質 保 証 ・ 向 上

（前年度予算額：１８３百万円）
平成２９年度予算額：１８１百万円

学校評価の充実

平成28年5月～：[これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議]

平成28年6月：[日本再興戦略改訂２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）]

専修学校についても、グローバル化に対応した人材育成のための留学生受入れ促進等に関する方策や、「職業実践専門課程」の実績検証等を含めた専修学校教育の在り
方について、本年度中に検討し、産業界のニーズを踏まえた専修学校の専門人材の育成機能の強化と質の保証・向上を図るために必要な制度的措置等を来年度までに講じる。

専修学校制度の目的・役割を踏まえつつ、専修学校固有の課題等への対応を図る観点から、専修学校教育の振興に関する総合的な検討を行う。

◆ 社会のニーズに応える効果的な情報発信の推進
高校や企業などを意識した効果的な情報集約・情報発信等の在り方
について検討を行い、広報ツールの開発等を行う。

◆ 情報公開等の促進に資する取組
「学校評価ガイドライン」を踏まえた「情報公開の手引き」(平成28年

度開発予定)に係る視聴覚教材を作成し、その活用を含めた研修等を
各地で実施する体制づくりを進め、学校評価の充実を図る。

◆ 教員の資質能力向上の取組
職業実践専門課程の教員の指導力等の向上に資する研修プログ

ラムを開発するとともに、その成果を普及する。



１－２「生涯を通じた学習機会の拡大」の施策マップ

施策の実施理由 活動内容 効果 目標

【生涯学習施策に関する調査研究】

（達成目標１）

（達成目標２）

（施策の概要）

高度で体系的かつ継続
的な学習機会を提供す
る高等教育機関等にお
いて、学習者の多様な
ニーズに対応し、生涯を
通じた幅広い学習機会
を提供する。

学校、家庭、地域、職域その他の
様々な「場」において消費生活に関
する教育を充実させることが必要。

男女共同参画社会を実現するため、
固定的性別役割分担意識にとらわ
れず、男女共に、多様な選択を可
能にする教育・学習機会の充実が
必要。

高齢社会の進展にともない、高齢
者自身が地域社会の担い手となっ
ていくことが求められており、地域
の様々な課題解決のためには、多
くの高齢者がより一層元気に、豊
かな知識・技術・経験を十分に生か
しながら、自主的かつ継続的に活
躍できる環境を整備することが必
要。

【成長分野等における中核的専門人材養成
等の戦略的推進】

消費者教育実践者等の情報交換や連
携を促進する機会（消費者教育フェスタ、
ワークショップ、アドバイザー派遣等）を
提供する。

【連携・協働による消費者教育推進事業】

学校段階における男女共同参画の視
点に立ったキャリア教育の推進や社会
参画につながる女性の学びの促進を図
るとともに、国立女性教育会館において
研修等の各種事業を実施する。

【男女共同参画社会の実現の加速に向けた
学習機会充実事業】

【国立女性教育会館運営費交付金】

【高齢者による地域活性化促進事業】

大学や都道府県等におい
て、消費者問題に関する啓
発・情報提供や消費者教
育に関する取組が実施さ
れる。

各学校において、男女共同参画
の視点に立ったキャリア教育が行
われるとともに、各地域において、
女性の学びを促進する取組が行
われる。

また、国立女性教育会館の利用
者により、各地域・施設等で男女
共同参画を推進する教育・学習活
動が行われる。

グループ活動へ参加する高齢者
の増加が、地域で活躍する高齢者
の増加につながり、地域の活性化
が促進される。また、高齢者の活
動を支援する仕組みづくりが推進
されることで、各地方公共団体で
の地域間の格差が是正される。

（達成目標３）

（達成目標４）

（達成目標５）

学習の成果を活用して地域・社
会における課題の解決を図る取
組の手法を学習する機会を提供
する。

生涯学習を通じた能力・技術向
上の教育機関として専修学校教
育の質の向上が図られ、社会人
等の多様な学習ニーズに応える
ための学習機会を提供する。

大学等及び社会教育施設におい
て、消費者の権利と責任につい
て理解し、主体的に判断し責任を
持って行動する消費者の育成に
資する消費者教育の学習機会を
提供する。

男女共同参画を推進する教育・
学習の機会を提供する。

高齢者の地域づくりへの主体
的な社会参画に資する生涯学
習の機会を提供する。

行政、ＮＰＯ、大学等研究機関及び企
業等が連携し、高齢者の活動を側面か
ら支援する仕組みづくりを推進するた
めの研究協議会を開催する。

生涯学習活動の成果を生かした多
様な主体の協働による社会的課題
の解決を図る取組を全国的に推進
することが必要。

大学・短期大学における公開講座の取組
を促進する。

大学・短期大学において、
地方自治体や地域課題
に取り組むＮＰＯ等と連携
した、様々な社会課題の
解決に資する実践的な公
開講座が充実する。

成長分野等ごとに産学官コンソーシアム
を形成し、その下で職域ごとに実践的な
教育プログラム等の開発・実証を行う。

産業界のニーズに対応した
教育プログラムの開発等に
より、社会人等が学びやす
い環境が整備される。

生涯のどの時点においても学び直
し、社会で活躍できる環境を構築し
ていくため、実践的な職業教育機
関である専修学校における生涯学
習の機会を充実させることが必要。

学習成果を活用した地域課題
の解決

専修学校教育の振興

現代的課題への対応












































